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１ 戦略策定の趣旨 

  乙部町は、遺跡の出土品などから６千年以上も前から人が住んでいたと推定されていま

す。室町時代の嘉永年間（1441年～1443年）には、福井地方から入植が始まったと伝えら

れており、その歴史は極めて長く、今日まで、幾多の変遷を辿りながら発展してきまし

た。 

しかし、令和２年３月に策定した「乙部町人口ビジョン」の推計によると、乙部町の人口は

今後２０年の間で半減するとともに、人口構成においても高齢化率が５０％を超えると予想さ

れるなど、このままでは、自治体としての機能維持が極めて困難な状況になることが想定さ

れ、現在も抜本的な解決には至っていない状況にあります。 

先人の弛まぬ努力により築き上げられてきた本町が魅力ある町として持続するためには、人

口減少という直面する危機に向かい合い、克服に向けた対策を継続的に進めていく必要があり

ます。 

そのため、国から示された「デジタル田園都市国家構 想総合戦略」を勘案するとともに、

本町が策定した「第６次乙部町まちづくり計画」を踏まえ、今後５か年の政策目標や施策の基

本的方向を示す総合戦略を策定し、地方創生に向けた施策を計画的に推進していきます。 

 

２ 戦略の推進期間 

国の「デジタル田園都市国家構想総合戦略」及び北海道の「第３期北海道創生総合戦略」を

勘案し、また、乙部町人口ビジョンによる人口推計結果等を踏まえ、本戦略の推進期間

は、令和７年度～令和１１年度とします。 

 

３ 国のデジタル田園都市国家構想総合戦略における基本的な考え方  

・ テレワークの普及や地方移住への関心の高まりなど、社会情勢がこれまでとは大きく変化

している中、今こそデジタルの力を活用して地方創生を加速化・進化し、「全国 どこでも

誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指す。 

 ・ 東京圏への適度な一極集中の是正や多極化を図り、地方に住み働きながら、都会に匹敵す

る情報やサービスを利用できるようにすることで、地方の社会課題を成長の原動力とし、

地方から全国へとボトムアップの成長につなげていく。 

   ・ デジタル技術の活用は、その実証の段階から実装の段階に着実に移行しつつあり、デジタ

ル実装に向けた各府省庁の施策の推進に加え、デジタル田園都市国家構想交付金の活用等

により、各地域の優良事例の横展開を加速化。 

 ・ これまでの地方創生の取組みも、全国で取り組まれてきた中で蓄積された成果や知見に基

づき、改善を加えながら推進していくことが重要。  

 

施策の方向  

（１）デジタルの力を活用した地方の社会課題解決 

①地方に仕事をつくる  

②人の流れをつくる  

③結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

④魅力的な地域をつくる  

Ⅰ 基本的な考え方 
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（２）デジタル実装の基礎条件整備 

 ①デジタル基盤の整備  

②デジタル人材の育成・確保  

③誰一人取り残されないための取組 

 

 

４ 戦略を実施する５つの視点 

本町において将来的な人口減少を抑制するため、次の５つの視点に基づく取組を重点的

に実施します。 

 

  

◎ 戦略を実施するための５つの視点 

○「自立性」町・事業者・住民の自立につながる施策 

○「将来性」一過性ではなく将来性を重視した施策 

○「地域性」地域の強みを活かした主体的な施策 

○「総合性」施策や組織の連携を強めた総合的な施策 

○「結果重視」PDCAサイクルを明確にした施策 
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５ 重点戦略 

戦略を実施する５つの視点に基づき、乙部町の強み、課題、独自性といった観点から、

核となる４つの戦略を積極的に推進することにより、推進期間の５カ年を経過した後も持

続可能な町づくりを目指します。 

 

(1) 人材育成戦略 

(2) 地域産業振興戦略 

(3) 関係人口創出戦略 

(4) 企業立地戦略 

 

６ 基本戦略 

 「第３期総合戦略」においては、これまで取り組んできた「第２期総合戦略」の枠組みを継承

し、４つの基本目標のもとで従来の施策を継続するとともに、必要に応じて施策の充実・強化

を図りつつ計画を推進します。 

 

(1) 乙部町において安定した雇用の創出と所得の向上に取り組む 

(2) 乙部町への新しい人の流れとつながりを構築する 

(3) 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

(4) 安心で誰もが活気あるひとにやさしい地域をつくる 

 

７ 計画のフォローアップ 

・「乙部町人口減少対策会議」及び「おとべ町総合戦略検討委員会」を主体とし、乙部町ま

ちづくり計画との整合性を図りながら事業の進捗管理を行います。 

・進捗管理を行うにあたり、設定した数値目標及びＫＰＩ（Key Performance Indicators： 

 重要業績評価指標）によるＰＤＣＡサイクルを展開します。 
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乙部町の人口ビジョン、第２期総合戦略における KPIの達成状況、などから考察した結果、

本町において将来的な人口減少を抑制するため、５つの視点に基づく取組を重点的に実施し

ます。 

 

１ 乙部町人口ビジョンの考察 

（１）人口の推移 

2020年（令和２年）国勢調査によると、乙部町の人口は 3,403人であり、1950年（昭和 25

年）のピーク時の 9,266人と比較し 63.3％減少しています。 

国立社会保障・人口問題研究所（以下、「社人研」）によれば、乙部町の人口は今後も急速に

減少を続け、2040 年（令和 12 年）には 1,849 人(2020 年比約 46%減少)に、2060 年(令和 42

年)には 892人（2020年比約 74%減少）になるものと推計されます。 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ⅱ 戦略を実施する５つの視点 

 

＜乙部町の人口推計＞ 

 
・年少人口 
 １５歳未満 
 
・生産年齢人口 
 １５歳以上６５歳未満 
 
・老年人口 
 ６５歳以上 

社人研推計値 
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（２）年齢別人口の推移 

本町の年少人口は、就職・進学を契機とした町外への転出や少子化の影響から、現在まで

減少が続き、1995年（平成 7年）には老年人口を下回りました。 

一方で、老年人口は、2020年（令和 2年）にピークを迎え、現在は減少を続けております。 

また、高齢化率については、2050年（令和 32年）まで増加を続け、以後、低下すると推測

されています。 

 

  

 

 

（３）将来人口に及ぼす自然増減・社会増減の影響度 

 本町の自然増減（出生数－死亡数）は、死亡数が出生数を上回る「自然減」となっており、

これは、出生率低下と老年人口の増加が影響しているものと考えられます。 

 一方、社会増減（転入数－転出数）についても、転入・転出ともに年による変動はあるもの

の、一貫して転出超過（「社会減」）が続いており、これらの「自然減」と「社会減」の影響か

ら、本町の総人口は減少を続けています。 

 また、自然増減及び社会増減の影響度を分析するため、社人研が公表した人口推計を基礎

数値として、合計特殊出生率が令和12年(2030年)までに人口置換水準1(2.07)まで上昇する

と仮定したシミュレーション１と、このシミュレーション１の仮定に加え、人口の移動が均

衡（ゼロ）すると仮定したシミュレーション２の２パターンを考察した結果、人口増減の影

響度は、自然増よりも社会増が今後の人口増に影響を与えると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

☆ポイント１ 

○老齢人口はピークを越え減少を続けているが、生産年齢人口は上昇しないため、

生産年齢人口を引き上げる取組が必要。 

 

＜乙部町の人口推計シミュレーション＞ 
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1人口置換水準：人口の増減が均衡する状態となる合計特殊出生率をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 合計特殊出生率の高い自治体に関する考察 

  厚生労働省が公表している合計特殊出生率が上位にある道内市町村の要因を分析 

  （人口動態保健所・市区町村別統計（平成30年～令和4年）による。） 

 

 ※合計特殊出生率：15～49歳までの女性がその一生の間に生む子どもの割合 

  ○全国の合計特殊出生率 ：1.33  

○北海道の合計特殊出生率：1.21 

  ○乙部町の合計特殊出生率：1.30  

 

  

 

 

 

パターン1 国立社会保障・人口問題研究所（以下、「社人研」という。）の試算

で、令和２２年（2040年）までの出生・死亡・移動等の傾向がその

後も継続すると仮定。 

シミュレーション１ 合計特殊出生率が令和１2年（2030年）までに人口置換水準（2.07） 

まで上昇すると仮定 

シミュレーション２ シミュレーション１に加え、移動が均衡（ゼロ）すると仮定 

自治体区分 主要産業 
合計特殊 

出生率 
要 因 

①共和町 農業 1.70 農業の安定経営のほか、北電泊発電所の社宅整備によ
り、若年層が地域に定着。 

②別海町 酪農、漁業 1.64 酪農家への支援策の充実により、安定した酪農経営が図
られている。また、町内外からの担い手育成・確保に努
めているほか、日本の乳業メーカー上位３社の工場集積
が好影響を与えている。 

③猿払村 酪農、漁業 1.62 基幹産業の農業や漁業の経営が安定していることによ
り、高校や大学に進学してもＵターンし、後継者の確保
ができ、若年層の定着が図られている。 

④佐呂間町 酪農・漁業 1.62 基幹産業の農業や漁業の経営が安定していることによ
り、高校や大学に進学してもＵターンし、後継者の確保
ができ、若年層の定着が図られている。 

⑤枝幸町 酪農・漁業 1.61 基幹産業の農業や漁業の経営が安定していることによ
り、高校や大学に進学してもＵターンし、後継者の確保
ができ、若年層の定着が図られている。 

☆ポイント４ 

 ○合計特殊出生率上位の自治体の特徴として、基幹産業の経営安定を基盤に、町外からの 

資本流入等により安定した雇用の場が創出され、若年層の定着が図られていることか 

ら、一次産業の振興につながる対策と併せて、町外資本を呼び込む産業振興対策が効果 

的。 

 

 

＜道内における出生率上位の自治体とその要因の分析＞ 

 

☆ポイント２ 

○合計特殊出生率が人口置換水準（2.07）まで上昇したとしても、２０４０年の人口

への影響は１２０人にとどまる。 

○合計特殊出生率が人口置換水準（2.07）まで上昇することに加え、社会増減がゼロ

と仮定した場合、人口への影響は６１１人になり与える影響に大幅な差がある。 

○社会増につながる取組のほうが人口減少の抑制効果が大きい。 
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以上の考察を踏まえ、次の５つの視点に基づき重点戦略に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 戦略を実施するための５つの視点(再掲) 

○「自立性」町・事業者・住民の自立につながる施策 

○「将来性」一過性ではなく将来性を重視した施策 

○「地域性」地域の強みを活かした主体的な施策 

○「総合性」施策や組織の連携を強めた総合的な施策 

○「結果重視」PDCAサイクルを明確にした施策 
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 「戦略を実施する５つの視点」に基づき、計画推進期間の５カ年間に集中的な取組を行

い、効果を最大限に発揮するためには、本町が有する魅力ある地域資源を有効に活用しなが

ら関係人口を増やし、地域の活性化に資する取組を実践する必要があります。 

また、雇用の維持・創出効果のある取組を重点的に行い、若い世代が持続して働き、定住

し、豊かな家庭を作ることができる地域を形成すると同時に、未来ある乙部町を永続的に築

きあげていくためには、乙部町の将来を担う人材の育成が何よりも必要です。 

以上より、次の４つの戦略を重点的に推進し、戦略の実効性をより高めることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 人材育成戦略      

本町の活力ある未来を切り拓いていくために、次世代を担う若者が積極的にチャレンジ

できる環境を作り、地域社会に貢献できる人材を育成します。 

 

  《施策事例》 

   ○若者を対象とした研修 

○中高生への体験学習による人材育成 

   ○視察研修等によるグローバル人材の育成支援 

   ○地域人材育成事業の実施 

 

２ 地域産業振興戦略 

人口減少に歯止めをかけ、人々が地域に定着するためには、仕事に自信と誇りを持ち、

生活の糧となる安定的な所得が得られる就業の場を確保することが必要であることから、

本町の基幹産業である一次産業の振興・発展を図る積極的な取組を推進します。 

 

  《施策事例》 

   ○農林漁業の６次産業化の取組みの推進 

   ○ロボット技術やＩＣＴを活用したスマート農業の導入検討 

   ○地域産業の新たな取引先の開拓支援 

   ○特産品等の販売促進に向けた拠点整備 

 

３ 関係人口創出戦略 

これまでの観光振興戦略に加え、乙部町に関心を持つ層の掘り起こしを行い、移住の前

提となる体験の取り組みや、ふるさと会やふるさと納税を行った都市部在住者などとの関

係を深め、人的・経済的な強いつながりを構築します。 

Ⅲ 重点戦略 

人材育成戦略 

地域産業振興戦略 企業立地戦略 

関係人口創出戦略 

４つの重点施策 
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《施策事例》 

   ○地域資源を活かした特産品をふるさと納税返礼品として乙部町への関心を向ける取

り組み 

   ○新たな取組による乙部町の魅力発信 

○ふるさと会との連携の強化 

   ○定住自立圏内の各市町と連携した誘客の推進   

   ○元和台海浜プールなどの集客施設にユニバーサルデザインの考え方を取り入れ、 

    高齢者や乳幼児、障がいのある方にも優しい環境整備を進める。 

   〇バリアフリー移住体験住宅の利用促進 

 

４ 企業立地戦略 

町有財産の効率的な運用を行い、本州と比較して冷涼な気候や豊かな地域資源、自然災

害による影響が少ないといった本町が有する地域特性を積極的にＰＲし、首都圏や東北圏

などを中心とした新たな企業立地を目指します。 

 

  《施策事例》 

○一次産品を活用した企業立地の推進 

○空き工場や廃校を活用した企業立地の推進 

○道と連携した企業誘致活動の推進 
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総合戦略の策定の趣旨を踏まえ、人口減少という直面する危機に向き合い、その克服に

向けた対策を継続的に進めていくためには、効果的な少子化対策や地域資源を活用した産

業・雇用の場を創出するほか、町民が安心して子供を育て、乙部町に住み続けたいという

希望をかなえるための生活環境の整備などの取組を実践することが重要です。 

以上を踏まえ、本町では、国が示した次の４つの柱に基づき、施策を推進していきま

す。 

 

１．乙部町において安定した雇用の創出と

所得の向上に取り組む 

  ①一次産業対策 

  ②商工業対策 

  ③企業立地対策 

２．乙部町への新しい人の流れとつながり

を構築する 

  ①観光対策 

  ②移住・定住対策 

  ③関係人口創出対策 

３．若い世代の結婚・出産・子育ての希望

をかなえる 

  ①子育て家庭への支援 

  ②出会いから結婚までの支援 

  ③特別な援助を要する家庭への支援 

４．安心で誰もが活気ある人に優しい地域
をつくる 

  ①安心を支える医療サービスの確保 

  ②子どもの安心・安全の確保 

  ③文化・スポーツ活動の推進 

  ④安心・安全な地域社会の創出 

 

 

 

デジタル実装の基礎条件整備 

① デジタル基盤の整備 （デジタルインフラ整備、マイナンバーカードの普及促進等） 

② デジタル人材の育成・確保（デジタル人材プラットフォームの構築等） 

③ 誰一人取り残されないための取組（デジタル共生社会の実現、デジタルデバイド対策等） 

 

１ 乙部町において安定した雇用の創出と所得の向上に取り組む 

 （１）数値目標 

    安定した雇用の創出を図り、所得の向上を図る 

     一人当たりの所得額 

      3,164千円（R6） → 3,300千円（R11） 

 

（２）基本的方向 

人口減少に歯止めをかけ人々が地域に定着するためには、仕事に自信と誇りを持ち、

生活の糧となる安定的な所得が得られる就業の場を確保することが必要です。 

本町の基幹産業である一次産業の発展を図るとともに、域外需要の取り込みによる商

業の活性化を推進し、産業競争力の維持・強化を目指します。 

 

 

デジタルの力を活用した地域課題の解決 

Ⅳ 基本戦略 

国が地方のデジタル実装を下支え 

１ 
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（３）施策の概要 

①一次産業対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②商工業対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○本町の基幹産業である農業生産の支援や農業者育成の支援を行うことにより、農

業生産の向上と併せて農業の担い手を確保し、集落の維持に努めるとともに、地

域の活性化を図ります。 

○回遊資源への依存度が高く漁獲の変動が激しい漁船漁業から、放流や育成等の増

養殖事業による栽培漁業の推進に取り組み、安定した漁業経営への支援を計りま

す。 

○森林の持つ公益的機能、多面的機能の保持のため、適切な森林整備の利用を促進

します。 

《主な施策》 

・農産物生産向上支援事業 

・大豆生産振興奨励事業 

・新規就農者支援事業 

・地力増進支援事業 

・地域資源利活用推進事業 

・栽培漁業の推進による日本海漁業の再生 

・森林環境保全支援事業 

・森林環境税の効果的な活用 

・地域産業振興戦略(重点)  

○商工会をはじめとした関係機関等と連携を図りながら、商店街の活性化や既存産

業の育成強化、さらには、地域資源を活用した新たな産業創出により、地域振興

と雇用の場の拡大に努めます。 

○セミナーの開催等人材育成を行い、正社員化や雇用の創出に努めます。 

○地域商社「おとべ創生株式会社」を核とした産業振興事業の推進に取り組みま

す。 

〇ＳＮＳを活用して、特産品や町の取組みの情報発信の強化に努めます。 

《主な施策》 

・既存産業・事業者等の育成強化 

・商店街に人を呼び込む新たな方策の検討・推進 

・地域人材育成事業 

・消費者生活相談員の配置 

・地域商社を活用した新たな特産品開発・販売の促進 

・商工業者の実態把握と事業継承対策 

重要業績評価指標（ＫＰI） 

・新規・親元就農の促進  ５年間で３人 

・漁業生産高の向上    276,662 千円（Ｒ5）→300,000 千円以上（Ｒ11） 

・植栽面積の増加     3.54ha（Ｒ6）→ 15.00ha（Ｒ11） 
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③企業立地対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 乙部町への新しい人の流れとつながりを構築する 

 （１）数値目標 

  転入者数と転出者数の乖離を縮小し、社会増減が均衡するように努める。 

   （Ｒ11までに転入と転出の差を、現在：▲３４人/年 → ▲２０人/年まで縮める） 

 

（２）基本的方向 

 檜山管内において官公庁や企業の支店等が所在する主要町は江差町ですが、八雲

（熊石）方面から江差方面に向かう場合、本町は通過点となります。 

また、道南最大の市である函館市からは自家用車で約１時間３０分、距離にして約 

７０ｋｍであるとともに、北海道新幹線の新函館北斗駅からは自家用車で約１時間、

距離にして約５５ｋｍであり、景色を楽しみながら移動する近距離観光には適した立

地条件であると言えます。 

この立地条件を有利ととらえ、通過点から滞留点に転換するとともに、既存の宿泊

施設等やバリアフリー移住体験住宅を最大限活用し、滞在エリアに発展する戦略的な

取り組みを推進します。 

また、ふるさと会との連携強化や、ふるさと納税制度を活用した取り組みを通じて

関係人口の拡大に努めます。 

 

 

重要業績評価指標（ＫＰI） 

・企業立地件数                  ５年間で２件 

・再生可能エネルギーを活用した新たな産業の創出  ５年間で１件 

重要業績評価指標（ＫＰI） 

・商工会の会員数         122 会員（Ｒ6～現状維持） 

・事業継承数           ５年間で３件  

○地域資源を活用した企業立地を進めることにより、新たな雇用を創出するととも

に、地域産業との連携強化による地域振興を図ります。 

○地域に豊富に賦存する温泉熱や風力などの再生可能エネルギーを活用し、新たな

産業創出を目指すとともに、実証試験フィールドの提供などにより、新たな企業

誘致を推進します。 

 

《主な施策》 

・乙部町出身者へのＰＲ事業 

・立地企業と連動した企業誘致 

・立地企業の活性化に向けた取組支援 

・近隣自治体と連携した企業誘致 

・企業立地戦略(重点)  
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（３）施策の概要 

①観光対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②移住・定住対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要業績評価指標（ＫＰI） 

・観光入込客数の増加      ８万７千人（Ｒ５）→年間１０万人以上 

・観光入込客数の増加（道外）  １万２千人（Ｒ５）→年間１万５千人以上 

・「縁桂」への交流人口増加    ２５０人（Ｒ５）→８００人（Ｒ１１） 

・外国人の観光客数       １８６人（Ｒ５）→年間２５０人以上 

○人口の減少に伴い町が衰退している中で、地域の活性化を図るための各種イベント

を実施します。 

○都市部からの観光客を誘致するためメインである「元和台海浜公園」や町内各観光

スポットの整備・運営を支援します。 

○檜山管内各町の連携を図りながら周遊観光の推進をします。 

○外国人観光客の集客のため、生成ＡＩを活用した多言語観光ガイド等インバウンド

対策の整備を行います。 

○バリアフリー観光を推進するため、施設整備や各種ソフト事業を実施し、交流人口

の拡大を図ります。 

〇「縁桂」の魅力を伝える観光振興事業 

○「シラフラ」を拠点とした観光客の集客から、町内周遊観光による滞在時間延伸と

消費喚起へつなげる観光振興事業を行います。 

《主な施策》 

 ・フェスティバル振興奨励事業 

・観光拠点施設整備事業 

・元和台海浜公園整備・運営支援事業 

・インバウンド対応施設整備事業 

・広域観光事業 

・生成ＡＩ観光ガイド整備事業 

 ・町内周遊観光事業 

 

○食や景観といった本町が持つ魅力を、首都圏を中心とした都心部に広めるため、本

町への移住促進ＰＲを行います。 

○移住・定住に向けた受入体制を整備するともに、乙部町を含む檜山管内の魅力を伝

えるための体験ツアーを実施します。 

《主な施策》 

・移住促進事業（イベントへの参加） 

・バリアフリー移住体験住宅の活用推進 

・空き家・空き店舗等の調査 
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③関係人口増加対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

 （１）数値目標 

    合計特殊出生率を北海道の水準まで引き上げる。 

     0.67（R5） → 1.06（R11） 

     （※R5全国の合計特殊出生率：1.20） 

 

（２）基本的方向 

  人口の自然減の対応に向けては出生率の向上が重要となります。 

  安心して子供を生み育てたいという希望をかなえるとともに、子育てをする家庭が

仕事との両立を図ることができ、次世代を担う子供たちが健やかに成長できる地域を

実現するためには、地域が一丸となった環境づくりに取り組む必要があります。  

 

（３）施策の概要 

①子育て家庭への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要業績評価指標（ＫＰI） 

・移住に関しての相談件数    ５年間で５０件 

・移住体験住宅の利用日数    １８１日（Ｒ５）を毎年２００日以上 

・他の地方公共団体との連携   連携事業数：１事業 

 

 

 

重要業績評価指標（ＫＰI） 

・ふるさと会の参加者数      年間１５０人以上 

・ふるさと納税返礼品の取扱品数  ９４品（Ｒ５）→毎年２品追加（Ｒ１１に１０４品） 

・学生の研修・授業の受入     ５年間で３件  

 

 

○ふるさと会との連携を強化し、都市部在住者との連携の強化を図ります。 

○ふるさと納税制度を活用し、地域特産品や町の取組みをＰＲすることで、乙部町へ

の関心を高めます。 

《主な施策》 

・ふるさと会の開催 

・広報紙の発送やＳＮＳを活用した情報発信 

・新たな返礼品の開発など地域特産品のＰＲ 

○乙部町の次世代を担う児童生徒が平等で充実した教育を受けることができるよう

に、スクールバスの運行や給食費の助成などを行い、保護者の負担軽減につながる

環境整備を行います。 

〇江差高校に通う生徒の保護者に対して通学費の補助を行います。 

○子育て世代の女性の就業機会を確保するため、学童保育の運営を行います。 

○女性の社会進出や就労形態の変化、多様化する保育ニーズに対応した保育サービス

の充実に努めます。 

○子育て世帯の経済的な負担を軽減し、子育てのしやすい環境づくりを行います。 
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②出会いから結婚までの支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要業績評価指標（ＫＰI） 

・幼児の入園率の向上    現行：９２％（７０人）→ 毎年９５％ 

 （就業世帯の増）           

・子育て世帯の満足度    ８５．７％（Ｒ６） → ９０％（Ｒ１１） 

・将来、子供に乙部町で暮らしてほしいと考える人の割合 

               ５５．０％（Ｒ６） → ６０.０％（Ｒ１１） 

 

 

 

 

○安心して妊娠・出産・育児ができるように、妊娠から出産、子育てまでを総合的に

切れ目なく支援します。 

○育児や子育てに悩む若い世代の不安を解消するための支援を行います。 

《主な支援策》 

・スクールバス運行事業 

・学校給食費助成事業 

・保育料の減免及び助成 

・保育園バス運行事業 

・学童保育事業 

・不妊治療等助成事業 

・妊婦健康診査費用助成事業 

・妊婦健康診査交通費助成事業 

・妊婦相談、訪問事業 

・新生児訪問事業 

・産後及び1か月児健康診査費給付事業 

・赤ちゃん相談、健診事業 

・1歳6か月児、3歳児、5歳児健診 

・こども預かり事業 

・こども医療費助成事業 

・小中学校就学援助 

・奨学資金貸付事業 

・子育て家庭応援事業 

・子育て支援センター事業 

・延長保育事業 

・乙部町高等学校生徒通学費補助金 

○未婚化や晩婚に歯止めをかけるため、広域連携や分野間連携による若者同士の出会

いの場を創出します。また、本町オリジナルの婚姻届や出生届を作成し、結婚に希

望を抱くことができる支援体制の充実を図ります。 

○婚姻により町内に住民登録した夫婦に対し、町内宿泊施設の無料優待券を配布しま

す。 

○町内に住所を有する者が出産した際、出産祝い品を贈呈します。 
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③特別な援助を要する家庭支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 安心で誰もが活気ある人に優しい地域をつくる 

（１）数値目標 

 人口減少を抑制し、地域に住み続けたいと思えるまちづくりに努める。 

    住民基本台帳人口 ３，２０４人／年（R5） → ２，７０４人／年（R11） 

 

（２）基本的方向 

地域に暮らす方々が安心して暮らすまちづくりを行うためには、地域に住み続けた

いと思える生活環境をつくり、維持・継続することが重要となります。 

このため、長年にわたって社会に貢献された高齢者の方々が健康で生きがいのある

生活を送ることができる生活環境の整備を進めるほか、公共インフラ整備、医療・福

祉の充実、買い物や教育環境の確保、災害に備えた対応など、様々な分野における機

能の確保に向けた取組を推進します。 

 

 

 

重要業績評価指標（ＫＰI） 

・ひとり親世帯の子育て施策満足度８１．３％（Ｒ６）→９０％（Ｒ１１） 

・障がい児童の子育て施策満足度 ７７．０％（Ｒ６）→９５％（Ｒ１１） 

重要業績評価指標（ＫＰI） 

・出生数  ５年間で８０人 

・婚姻数  ５年間で５０組 

○ひとり親家庭に対する自立に向けた支援を行います。 

○障がいのあるお子さんやその保護者に対して、保健、医療、福祉、教育等の各種機

関の連携により、多様なニーズに対応可能な支援体制の充実を図ります。 

 

《主な施策》 

・ひとり親家庭等医療費助成事業 

・障がい児通所支援事業 

・重度心身障害者医療費助成事業 

・意思疎通支援事業 

・日常生活用具給付事業 

《主な施策》 

・ご当地婚姻届、ご当地出生届の配布事業 

・町内宿泊施設無料優待券の交付事業 

・出産祝い品の贈呈事業 

・出会いの場の創出をサポートする「婚活イベント」の検討・開催 
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（３）施策の概要 

①安心を支える医療サービスの確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②子どもの安心・安全の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③文化・スポーツ活動の推進 

 

 

 

 

 

 

 

重要業績評価指標（ＫＰI） 

・非常勤医師の派遣   現状を維持・継続 

・患者輸送バスの運行  乗車する１日当たりの患者数  

１０人（Ｒ５） → 毎年２０人以上  

 

重要業績評価指標（ＫＰI） 

・公共施設のバリアフリー率   ６３．６％ → ７０％（Ｒ１１） 

・子どもの遊び場確保      ５年間で１か所 

・子育て世帯の満足度      ８５．７％（Ｒ６） → ９０％（Ｒ１１） 

○常勤医の過重労働解消のため、非常勤医師の派遣により医療の確保を図ります。 

○圏域内の医療機関相互の地域連携システムのＩＴネットワークの充実を図ります。 

○患者輸送バスの運行を行い、安心して受診できる体制を整備します。 

《主な施策》 

・医師確保対策事業 

・地域連携システム整備事業 

○子どもを事故から未然に防ぐため、公共施設のバリアフリー化や防犯設備等の整

備、子どもの遊び場確保など、子どもが安心して生活できる環境づくりを行いま

す。 

○子どもが被害となる事件、犯罪が全国的に多発していることから、行政、警察、学 

校、各種団体及び地域が連携し、犯罪と事故のない安全で明るい地域づくりを進め 

ます。 

○テレビやインターネット等のメディアから流される有害な情報から子供たちを守る 

活動を進めます。 

《主な施策》 

・公共施設のバリアフリー化推進事業 

・子どもの遊び場確保事業 

・子ども見守り事業 

・子ども有害情報保護事業 

 

○乙部町の郷土愛を育むため、町民が歴史・文化に対する知識を深める機会をつくり

ます。また、乙部町独自の歴史や文化を発信することにより、地域の魅力を高めま

す。 

○個々人の心身の健全な発達を促すスポーツ活動を推進し、明るく豊かで活力に満ち

た地域社会を形成します。 
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④安心・安全な地域社会の創出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要業績評価指標（ＫＰI） 

・人材育成研修の実施          年２回 

・防災行政無線個別受信機の整備     一般世帯・単独事業所設置率１００％ 

・生涯学習の実施            年５回以上 

重要業績評価指標（ＫＰI） 

・芸術文化に接する機会の充実を図る。     年５回 

・スポーツ活動の推進に資する取組を実施。   年５回 

・公民館利用者数               年６，０００人 

○家庭や地域の教育力の向上を図るため、様々な教育・学習活動への取組を推進しま

す。 

○町民の多様な学習ニーズに応じた、充実した生涯学習の推進に努めるとともに、地

域課題を的確に把握し、町民が生きがいをもって暮らせる地域づくりを推進しま

す。 

○快適で住みよい、人に優しい地域社会を形成するため、まちづくりの課題に対応し

た様々な取組を進めます。 

○次世代の乙部町を担う幅広い人材の育成に努めます。 

〇防災対策など安心して暮らせるまちづくりに取り組みます 

《主な施策》 

・生涯学習事業の推進 

・各種生きがい対策の推進 

・まちづくり住民運動及び住民活動への支援 

・人に優しい地域社会の形成に向けた環境整備 

・デマンド 

・地域づくりセミナー等の開催 

・防災行政無線の整備 

・人材育成戦略(重点) 

《主な施策》 

・芸術文化に接する機会の充実及び各種団体活動の活性化 

・文化活動を支えるための人材育成 

・文化財の保存・管理及び利活用の推進 

・多様なスポーツ活動の推進 

・スポーツ指導者の養成 

・スポーツ施設の運営・管理及び利活用の推進 

 ・貝子沢化石公園の整備 
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デジタル田園都市国家構想の実現に向けた 

乙部町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

令和７年３月 
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